
 

 

 

当院では「コンタクトレンズ検査料」の施設基準に適

合している旨、届出を行っています。 

 

◆初診料及び外来診療料 

コンタクトレンズの装着を目的としている方で、当院を初めて

受診した方は初診料 299点を、当院又はグループ施設で過去に

コンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は外来診療料

81点を算定いたします。 

◆コンタクトレンズ検査料 1 

コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合

は、200点を算定いたします。 

 

上記につきましてご不明な点がございましたら 

お問い合わせください。 

 

 

 
 

コンタクトレンズ診療費に  

関わるお知らせ  


